
第３回議会活性化特別委員会 

開 催 日 令和３年９月 17 日（金曜日） 

開催場所 粕屋町役場 ３Ｆ  31 会議室 

開催時間 11：21～12：02 

出 席 者 
議 員 

案浦委員長・本田副委員長・山𦚰委員・久我委員・田川委員・ 

福永委員・川口委員・安藤委員・鞭馬委員・井上委員・末若委員・

宮﨑委員・杉野委員・田代議員・古家委員・小池議長 

事務局 古賀局長、山田主幹 

欠 席 者 なし 

協議事項 

１）各小委員会からの報告 

①議会報告小委員会からの報告 

〇議会報告会について 

 議会基本条例に基づく議会報告会について、昨年度は新型コロナウイルス

感染症のまん延に伴い実施できなかったが、今年度は感染防止の観点から、

各種団体を対象に参加者を絞り、小規模にて実施予定。 

・日時  

11 月 15 日（月）～19 日（金）、10：00～17：00 の間で 1時間 30 分程度 

・場所  

粕屋町役場 ３階会議室 

・実施方法 

 各常任委員会ごとに対象団体を選定し、当日の運営を行う。（当日までの準

備は小委員会が行う。） 

・議会報告会終了後、各常任委員会で意見の集約を行い、調査・研究の上、

意見書・提言書につなげる（各団体へ報告書提出）。また、議員個人の一般

質問にもつなげる。 

・10 月 15 日までに、対象団体等との協議を終え、本委員会で最終案を報告

する。 

《質疑・意見》 異議なし。承認。 

 

〇実施要綱案について 

・議会報告会実施要綱（案）及び子どもたちとの交流事業実施要綱（案）に

ついて説明。 

 今後、法令審査会の審査を経て、最終案を決定する。 

《質疑・意見》 異議なし。承認。 

 



②ホームページ・SNS 小委員会からの報告 

〇ホームページについて 

・「委員会開催内容」内の委員会名修正 

３常任委員会から２常任委員会となったことに伴う委員会名の修正（総務

建設常任委員会と文教厚生常任委員会）と、昨年までのデータ掲載位置を

修正した。 

・委員会報告様式 

 様式については、前期の議会運営委員会で作成したフォーマットをそのま

ま使用することとする。ただし、記載内容については、議案の内容、質疑・

意見も加えて、町民の皆さまに、より分かりやすいものとする。 

《質疑・意見》 異議なし。承認。 

 

〇SNS について 

・SNS については、議会の動きの発信、ホームページの新着情報の告知に重

点を置き、より詳しい内容を知りたい方をホームページに誘導するような

発信とするよう検討している。 

 なお、使用する SNS は、２～３つを検討している。 

《質疑・意見》 異議なし。承認。 

 

〇ホームページに報告を掲載する委員会及びその報告単位 

《協議項目》 

・現在は、常任委員会、特別委員会（広報・議会活性化）、議会運営委員会と

しているが、予算・決算についてはどうするか。 

＜協議結果＞ 

 議会運営委員会は、議会内部の協議のため不要とし、予算・決算について

は、今後の検討事項とする。 

《協議項目》 

・報告単位は、開催日ごとになっているが、広報や議会活性化の特別委員会

については、一定期間分をまとめて報告した方が分かりやすいのではない

か。 

＜協議結果＞ 

・広報特別委員会は、議会だより発行ごとにまとめて報告を掲載する。 

・議会活性化特別委員会は、本委員会で３小委員会の報告を行うので、その

内容を掲載する。 

 

〇ホームページ・SNS 更新の管理主体 

《協議項目》 

・当委員会で継続して協議するのか、現在検討中の議会広報特別委員会の常

任委員会化に合わせて統合すべきか。 

＜協議結果＞ 

 常任委員会化の結論が出るまでは、当委員会が所管する。 

 



〇議長への委員会報告について 

《協議項目》 

・今まで曖昧であったので、明確にすべきではないか。 

＜協議結果＞ 

・これからは、各委員会報告を２部作成し、１部は議長報告用に、もう１部

はホームページ掲載用に議会事務局に提出する。 

 

③議会改革小委員会報告 

〇改革実施項目について 

・４項目を選定したが、まず議会基本条例に定める「議員間自由討議の促進」

の具体的手法について、他市町議会の実施状況の調査・検討を行い、12 月

定例会までに報告したい。 

《質疑・意見》 異議なし。承認。 

 

そ の 他 

 

 


